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山形県立河北病院と寒河江市立病院の統合に伴う透析施設の維持・継続に関する請願 

 

〈請願趣旨〉 

 現在進められている山形県立河北病院と寒河江市立病院の統合・再編において、統合後の新

病院において、人工透析機能を無くすことなく維持・継続していただくことを強く要望いたし

ます。 

 

〈請願理由〉 

１ 通院負担と生命の維持 

人工透析は週３回程度の通院が不可欠であり、患者にとって通院距離の増加は身体的・

精神的に極めて大きな負担となります。地域から透析施設が失われることは、患者の生命

維持を脅かす事態に直結します。 

２ 民間施設の受け入れ限界 

近隣の民間クリニック等への移行が検討される場合もありますが、重症患者や合併症を

抱える患者、夜間透析が必要な就労患者の受け入れには限界があり、公立病院としてのセ

ーフティネット機能が必要です。 

３ 災害時・緊急時の対応 

災害時における透析治療の継続は公立病院の重要な役割です。統合による効率化が進ん

でも、地域における透析医療の供給能力が低下すれば、有事の際の対応が困難になります。 

 

以上の理由により、住民が安心して生活を継続できるよう、下記の事項を請願いたします。 

 

〈請願項目〉 

 １ 山形県立河北病院と寒河江市立病院の統合後も、人工透析の病床数および診療体制を現

在と同等以上に維持すること。 

２ 合併症や重症化に対応できる高度な透析医療機能を、公的責任において継続すること。 

３ 患者の通院利便性を考慮し、現在の立地条件や送迎体制を維持・拡充すること。 

 

以上、地方自治法第124条の規定により請願いたします。 
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